
　「認知症サポーター」は、認知症を正しく理解
し、自分にできる範囲で認知症の人やその家族を
温かく見守り支援する「応援者」です。
　認知症は、誰もがなる可能性がある身近なもの
です。一人一人が自分のこととして認知症につ
いて「知る」ことから始めてみましょう。

　新原ボランティアの会では長年に渡り、須恵第三小学校へ通う子どもたちの安全を見守り、サポートし
てきました。しかし、会員の高齢化により存続の危機に直面しています。そこで「子どもたちの安全を地
域で守る」という思いを胸に、子どもたちの安全を共に見守ってくださる人を募集します。
　朝の散歩やランニング中など、5分でも10分でも構いません。皆さんの見守り・声かけが未来を担う子
どもたちの助けになります。

場　所 時　間 募集条件

須恵第三小学校区通学路 登校時（7時15分～8時15分の間）
下校時（14時～16時の間）

須恵町内にお住まいの人
※年齢制限はありません。

須恵町社会福祉協議会推進

認知症サポーター養成講座

見守りサポーターを募集しています

須恵レクの会コラボ

日　　時 　12月16日土　10時〜11時30分（受付�9時30分〜）
場　　所 　アザレアホール須恵 3階大会議室（大字上須恵1180-1）
内　　容 　認知症の基礎知識、認知症の人やその家族の気持ち、接する時のポイント など
対 象 者 　須恵町に在住または通勤・通学している人
定　　員 　30人（先着順。定員になり次第締め切ります。受講したことのない人を優先します。）
申込期間 　11月20日（月）～29日（水）
申込方法 　須恵町地域包括支援センター窓口または電話で申し込み

・問 須恵町地域包括支援センター（大字上須恵1167-3（福祉センター内））
 ☎ 410-9312　8時30分～17時15分（土日祝日を除く）

受講料
無料

今回は、認知症の症状や対応の例を
博多にわかの劇で学びます。

ぜひご参加ください！

〈サポーター登録方法〉
下記のQRコードから
登録を行なってください。

須恵第三小学校区

問新原ボランティアの会　副会長　松本　☎ 080-3964-0553
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役場からの
インフォメーション

町税の納付忘れにご注意ください
問�税務課�収納係
☎�932-1495（ダイヤルイン）
☎�932-1151（内線139）

　11月30日（木）に納付期限をむかえる町税があります。
　町税の納付書の裏面に記載している納付場所（須恵町 
役場、金融機関、コンビニエンスストアなど）や、インター
ネットに接続してキャッシュレス決済、電子納付などでの
納付が可能です。
　また、振替口座の登録がある人は、納付期限当日に登録
されている口座から、該当町税の金額分を引き落とします
ので、預金残高にご注意をお願いします。

▶�対象の税目
� 固定資産税� 3期
� 国民健康保険税� 6期

ファイナンシャルプランナーによる
納税相談を実施します
問�税務課�収納係
☎�932-1495（ダイヤルイン）
☎�932-1151（内線133）

　税務課では、さまざまな金銭的問題により支出が収入を
上回ってしまい、「町税を納めたいけれど納められない」と
いう人を対象に、ファイナンシャルプランナー（FP）による
納税相談（無料）を実施します。
　FPという生活設計のプロに相談し、家計に関する問題 

（収入不足、ローン返済、借金問題など）の解決策を一緒に
考えてみませんか？
　相談には、町職員も同席し、秘密は守られますのでご安
心ください。
▶�相談日

令和5年 令和6年
11月15日（水）・12月20日（水） 1月17日（水）

▶�会　場　須恵町役場　1階　会議室B
▶�時　間　9時～19時（お一人1回につき1時間）
▶�ご用意いただくもの
 ◦収入がわかるもの（給与明細や確定申告書の写しなど）
 ◦ 支出がわかるもの（家賃、水道光熱費、各種保険料、借

入金の返済明細書など）
▶�予約方法
  事前申し込みが必要なため、相談希

望の人は、上記問い合わせ先までご
連絡ください。（先着順に受け付け）

税について ちょっと考えてみよう！
「税を考える週間」
問�税務課�賦課係
☎�932-1495（ダイヤルイン）
☎�932-1151（内線131)

　毎年11月11日から17日までは「税を考える週間」
です。
　国税庁では、国民の皆さんに租税の意義や役割、
税務行政に対する知識と理解を深めていただくた
め、1年を通じて租税に関する啓発活動を行なって
います。
　今年は「これからの社会に向かって」をテーマに、
国税庁ホームページ内に特設ページを設け、さまざ
まな取り組みについて紹介しています。

11月～12月は「STOP滞納！
県下一斉徴収強化月間」です
～忘れていませんか、「納税」を～
問�税務課�収納係
☎�932-1495（ダイヤルイン）
☎�932-1151（内線133）

　須恵町では、福岡県および県内市町村と連携し、
個人住民税をはじめとする地方税の徴収率の向上と
滞納の縮減を図るため、11月～12月を「県下一斉
徴収強化月間」と位置づけ、県下一斉に、広報によ
る納税推進、滞納者に対する催告の強化、差し押さ
えやタイヤロック、捜索などの滞納処分の強化など、
さまざまな徴収対策に取り組みます。
　この機会に、納め忘れの税金がないか確認しま
しょう。
▶ 納税に関するお問い合わせ
　税金の種類に応じて、問い合わせ先が異なります。
納税通知書などを確認の上、お問い合わせください。
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